
 

 

重要事項説明書 
（ 地 域 密 着 型 通 所 介 護 ） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

株式会社 和心  

 

 

 

デイサービス和心 
サ ビス末○ 



- 1 - 

地域密着型通所介護重要事項説明書 

 ＜  2025 年  5 月  1 日現在＞ 

 

 

１ 通所介護事業者（法人）の概要  

名称・法人種別  株式会社 和心 

代 表 者 名  湯浅 翔 

  

 

所在地・連絡先 

 

 

（住所） 京都府京都市上京区中立売通室町西入三丁町472-4 

 

（電話）075-708-7766 

 

２ 事業所の概要  

⑴ 事業所名称及び事業所番号  

事 業 所 名   デイサービス和心 

  

 

所在地・連絡先 

 

 

（住所）京都府京都市下京区西酢屋町6番地 

  

（電話）075-708-7766  

（FAX）075-708-7866 

 

事業所番号       2670400734 

管理者の氏名  濱口 翔 

利 用 定 員       10人 

 

⑵ 事業所の職員体制  

従業者の職種
 人数 

（人） 

区分  常勤換算後 

の人数（人） 

 

職 務 の 内 容
 

 

常勤(人) 非常勤(人) 

   管 理 者 1 1   管理者・介護職 

生活相談員 1 1  1 生活相談員 

介 護 職 員 3 1 2 3.05 介護職 

看 護 職 員            

機能訓練指導員 1  1 0.07 機能訓練指導員 
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⑶ 職員の勤務体制  

従業者の職種  勤務体制  

管 理 者  正規の勤務時間帯（08：30～19：00） 

生 活 相 談 員  正規の勤務時間帯（09：30～17：30） 

介 護 職 員  サービス提供時間内に常勤で勤務（8：30から 18：00) 

機能訓練指導員 09:30～12:30/13:00～16:00 

 

⑷ 通常の事業の実施地域  

通常の事業の実施地域 
上京区･中京区･下京区･東山区･南区 

(南区（西は葛野大路・南は九条通りまで）別途地図） 

   ※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。  
 

⑸ 営業日等  

営業日  営業時間  

月曜日～金曜日  08：30～17：30  

サービス提供時間 09：30～17：30  
 

営業しない日  日曜日 5月祝日 12月29日～1月4日 
 

３ サービスの内容及び費用  

⑴介護保険給付対象サービス  
  （ア）サービス内容  

種 類  内 容  

食 事  

 

 

 

（食事時間）   12：00～13：00 

 利用者の状況に応じて適切な食事介助を行うと共に、食事の

自立についても適切な援助を行います。  

食事サービスの利用は任意です。  

入 浴  

 

入浴又は清拭を行います。   

入浴サービスの利用は任意です。 

排 泄  

 

 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自

立についても適切な援助を行います。  

機能訓練  

 

 

 

機能訓練指導員により利用者の状況に適した機能訓練を行い、

身体機能の低下を防止するよう努めます。  

＜当事業所の保有するリハビリ器具＞  

車いす 1台  

生活指導  

 

利用者の生活面での指導・援助を行います。  

各種レクリエーションを実施します。  

健康チェック  血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。  

相談及び援助  利用者とその家族からのご相談に応じます。  
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送 迎  ご自宅から事業所までの送迎を行います。  

  

（イ） 費用  

   介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の１割から 3 割が利用者

様の負担額となります。 

・地域密着型通所介護  

 

サービス内容 

3時間以上4時間以内 

サービス利用料金 利用者負担額

（1割） 

利用者負担額

（2割） 
利用者負担額

（3割） 
要介護１ 416単位／日 433円／日 866円／日 1299円／日 

要介護２ 478単位／日 497円／日 994円／日 1491円／日 

要介護３ 540単位／日 562円／日 1124円／日 1686円／日 

要介護４ 600単位／日 625円／日 1250円／日 1875円／日 

要介護５ 663単位／日 691円／日 1382円／日 2073円／日 

 

 

 

サービス内容 

4時間以上5時間以内 

サービス利用料金 利用者負担額

（1割） 

利用者負担額

（2割） 
利用者負担額

（3割） 
要介護１ 436単位／日 455円／日 910円／日 1365円／日 

要介護２ 501単位／日 521円／日 1042円／日 1563円／日 

要介護３ 566単位／日 589円／日 1178円／日 1767円／日 

要介護４ 629単位／日 655円／日 1310円／日 1965円／日 

要介護５ 695単位／日 724円／日 1448円／日 2172円／日 

 

 

 

サービス内容 

5時間以上6時間以内 

サービス利用料金 利用者負担額

（1割） 

利用者負担額

（2割） 
利用者負担額

（3割） 
要介護１ 657単位／日 684円／日 1368円／日 2052円／日 

要介護２ 776単位／日 808円／日 1616円／日 2424円／日 

要介護３ 896単位／日 933円／日 1866円／日 2799円／日 

要介護４ 1013単位／日 1055円／日 2110円／日 3165円／日 

要介護５ 1134単位／日 1180円／日 2360円／日 3540円／日 
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サービス内容 

6時間以上7時間以内 

サービス利用料金 利用者負担額

（1割） 

利用者負担額

（2割） 
利用者負担額

（3割） 
要介護１ 678単位／日 706円／日 1,412円／日 2,118円／日 

要介護２ 801単位／日 834円／日 1,668円／日 2,502円／日 

要介護３ 925単位／日 963円／日 1,926円／日 2,889円／日 

要介護４ 1049単位／日 1,092円／日 2,184円／日 3,276円／日 

要介護５ 1172単位／日 1,220円／日 2,440円／日 3,660円／日 

 

 

 

サービス内容 

7時間以上8時間以内 

サービス利用料金 利用者負担額

（1割） 

利用者負担額

（2割） 
利用者負担額

（3割） 
要介護１ 753単位／日 784円／日 1,568円／日 2,352円／日 

要介護２ 890単位／日 927円／日 1,854円／日 2,781円／日 

要介護３ 1032単位／日 1,074円／日 2,148円／日 3,222円／日 

要介護４ 1172単位／日 1,220円／日 2,440円／日 3,660円／日 

要介護５ 1312単位／日 1,366円／日 2,732円／日 4,098円／日 

 

 

 

サービス内容 

8時間以上9時間以内 

サービス利用料金 利用者負担額

（1割） 

利用者負担額

（2割） 
利用者負担額

（3割） 
要介護１ 783単位／日 815円／日 1,630円／日 2,445円／日 

要介護２ 925単位／日 964円／日 1,928円／日 2,892円／日 

要介護３ 1072単位／日 1,116円／日 2,232円／日 3,348円／日 

要介護４ 1220単位／日 1,270円／日 2,540円／日 3,810円／日 

要介護５ 1365単位／日 1,421円／日 2,842円／日 4,263円／日 

 

・地域密着型通所介護加算項目  

サービス内容 サービス利用料金 利用者負担額 

（1割の場合） 

利用者負担額 

（2割の場合） 

利用者負担額 

（3割の場合） 

入浴介助加算 (Ⅰ) 42円／回 42円／回 84円／回 126円／回 

介護職員処遇改善加算Ⅱ 90/1000 加算 
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 ○ 上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用

者様の居宅サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。  

 ○ 介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、

全額が利用者の自己負担となりますのでご相談ください。  

 ○送迎を実施していない場合（利用者様自ら通う、家族様が送迎する場合は減算を行う） 

 片道４７単位を利用料金から引かせて頂きます。 

 ○ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行わ

れない場合があります。その場合、利用者様は料金表の利用料金全額をお支払いくださ

い。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収証を発行します。  

 

 

⑵介護保険給付対象外サービス  

○ 食事の提供に要する費用  

食事サービスを受ける方は、食費 700 円が必要となります。  

○ おやつ代  

おやつを希望される方は、おやつ代 100 円が必要となります。 

〇レクリエーションを希望される方は月額 200 円が必要となります。 

 ○保険外夕食代 700 円が必要になります。 

○保険外お弁当代 750 円が必要になります。 

  ○ 通常の事業の実施地域外の送迎費  

２－⑷の通常事業の実施地域以外の地域にお住まいの方は、通常の事業の実施地域を

越えた地点から、１キロメートルあたり 100 円が必要となります。 

○施設管理費、一回の利用代 80 円が必要となります。 
 ○入浴後の洗濯物を洗濯希望の方は洗濯代 100 円が必要になります。 

○その他の費用 

通所介護サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる 

ものに係わる費用であって、利用者様に負担させることが適当と認められる費用は、

利用者様の負担となります。 

○おむつ代は，一枚 100 円その実費を徴収する。 

○請求書・領収書を郵送希望の方は切手代を請求させて頂きます。 

○ キャンセル料   

 利用予定日の当日にサービス提供をキャンセルした場合は以下のとおりキャンセル料

をいただきます。 

昼食費用 700 円・おやつ費用 100 円 

                                          
⑶利用料等のお支払方法  

  毎月 27 日に前月利用されました利用料を引き落ちさせて頂きます。 
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4 写真掲載 

  当事業所では、日々の活動をご利用者様・家族様にご理解活動内容を理解頂く為に

日々写真に収め、アルバムとして送迎時や事業所・ホームページ（フェイスブック）

に掲載しております。（ホームページに掲載する場合はご利用者様・ご家族様に承

諾頂いてから掲載致します。） 

 

 

 

5 事業所の特色等 

⑴ 事業の目的  
少人数制を活かして個人個人にあったケアを提供しています。 

⑵運営方針 

①わたしたちは、利用者様を尊敬し、その命を守り、責任を持って介護を行ない

ます。 

②わたしたちは、ひとりひとりに「目配り・気配り・心配り」ができる個別ケア

に真正面から取り組んでいます。 

③わたしたちは、住み慣れた地域社会の中で、尊厳を保ちながら「自分が自分ら

しくありのまま」に生活できるようにお手伝いします。 

 

 

 

⑶その他 

  

事項  内容  

 

 

 

地域密着型通所介護計画の

作成及び事後評価  

 

 

当事業所の管理者が、利用者様の直面している課題等

を評価し、利用者様の希望を踏まえて、通所介護計画

を作成します。 

また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、 

その結果を書面（モニタリング）に記載してお客様に

説明のうえ交付します。 

従業員研修  年2回  

 

６ 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施の有無 有  ・  無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  
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7 サービス内容に関する苦情等相談窓口  

 

当事業所利用者様相談窓口
 

窓口責任者 湯浅 翔 

ご利用時間 09:00～18:00  

ご利用方法 電話（075-708-7766）   

各区役所相談窓口 

京都市上京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

（電話番号）075-441-5106 

京都市中京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

（電話番号）075-812-2566 

京都市下京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

（電話番号）075-371-7228 

京都市南区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

（電話番号）075-681-3296 

京都市右京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

（電話番号）075-861-1416 

京都市東山区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

（電話番号）075-561-9187 

受付時間：月曜日～金曜日08:30～17:30 
 

京都府国民健康保険団体連合会 

 

受付時間：月曜日～金曜日09:00～17:00 
 

 電話番号：075－354－9090 
 

 

8 緊急時及び事故発生時等における対応方法  

  サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、

緊急時連絡先（ご家族等）、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡を

するとともに必要な措置を講じます。 

 また、サービス提供中に事故が発生した場合には、必要な措置を講じるとともに上記に

加え、京都市、市町村、当該利用者の家族及び当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に

連絡を行います。 

 

 

 

 

緊急時連絡先（家族等） 

 

 

氏 名（続柄）                           （    ） 

 

 住    所  

 

             
        

 

電 話 番 号             
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9 非常災害時の対策  

非常時の対応 別途定める消防計画にのっとり対応を行います。  

避難訓練及び

防災設備  

 

 

 

 

 

 

 

  

     別途定める消防計画にのっとり年２回避難訓練を行います。 

 

設備名称  個数等  設備名称  個数等  

スプリンクラー  なし 防火扉・シャッター なし 

避難階段  なし 消化器 あり 

自動火災報知機  あり ガス漏れ探知機 あり 

誘導灯 2個所   

 

消防計画等 

 

下京区消防署への届出日：平成26年9月24日                      
防火管理者：湯浅 翔                                

 

 

 

9 サービス利用に当たっての留意事項  

 ○ サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。  

○ 施設内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用に

より破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。  

○ 決められた場所以外での喫煙はご遠慮ください。  

○ 他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。  

○ 所持金品は、自己の責任で管理してください。  

○ 施設内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。  
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 デイサービス和心の利用に当たり、利用者に対して重要事項説明書を交付の上、 

地域密着型通所介護のサービス内容及び重要事項の説明をしました。 

   

 

 説明年月日：     年    月     日  

 

    事業者        住 所 京都府京都市上京区中立売通室町西入三丁町 472-4 

                事業者（法人）名  株式会社 和心 

               事   業   所  名  デイサービス和心 

                         （事業所番号）2670400734 

代表者名   湯浅 翔                            印  

 

 

説明者           職 名  

                          氏 名                                           印  

 

  私は、重要事項説明書に基づいて地域密着型通所介護のサービス内容及び重要事項の 

説明を受け、その内容に同意のうえ、本書面を受領しました。 

   

 

利用者本人      住 所  

              氏 名                                           印  

 

 

（署名・法定）代理人   住 所  

                         氏 名                                           印  


